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内定学生に対するオワハラ自粛を要請
塩崎大臣 学生も企業も納得の良縁を

来年（2016年）3月卒大学生の採用選考活動解禁（8月1日）に先立って、塩崎厚生労働大臣は内

定学生に対し就職活動の終了を強要する、いわゆる「オワハラ」（就活終われハラスメント）を行わ

ないよう、企業に対して要請したことは異例ともいえる出来事だった。

塩崎大臣の真意は「学生が納得しないまま就職しても、学生側、企業側ともに良い結果につながら

ない可能性があることも含めて、企業の理解を求めたい」と述べ、今後は厚生労働省が作成した企業

向けの周知リーフレットを用いて、全労働局を通じ周知徹底を進めるという。

「オワハラ」は今年暮れに発表される「流行語大賞」の一つに間違いなくノミネートされるだろう

と言われる程、就活大学生の間で流行っている新語。それだけに就職支援・企業への周知徹底などに

ついて大学生等の採用選考活動が山を迎え、誰もが希望する就職を実現できるようエールを送りたい

のが人情だ。

そのためには就活の終了を強要するようなハラスメント的な行為、いわゆる「オワハラ」を企業側

が行わないように留意してほしいと塩崎厚労相が釘をさすのも一理あろう。

厚労省は企業向けの周知リーフレットで企業への周知徹底を図るように指示したがやや出遅れた。学
生も企業も納得しないまま就職してもWin-Winの良縁は築けまい。


